
証券コード 7647
2022年6月9日

株 主 各 位
大阪市北区本庄東１丁目１番１０号

株式会社 音 通
代表取締役社長 岡 村 邦 彦

第42期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、当社第42期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙

に賛否をご表示いただき、2022年6月23日（木曜日）午後６時までに到着するようご返

送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 2022年６月24日（金曜日） 午前10時 （受付開始 午前９時30分）

２. 場 所 大阪市東淀川区東中島１丁目18番27号

新大阪丸ビル新館 ６階 602会議室

３. 目的事項

報 告 事 項 1.第42期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

2.第42期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内

容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 監査役２名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上
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〇当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。

〇株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ

ト上の当社ウェブサイト（https://ontsu.co.jp/）に掲載させていただきます。

○当日ご出席の株主様へのお土産はございません。ご理解賜りますようお願い申しあげます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について

当社第42期定時株主総会における、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応
について、下記のとおりご案内いたします。
株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

１．当社の対応
・役員及びスタッフはマスクを着用いたします。
・間隔を空けた座席配置としますが、スペースに限りがありますのでご承知おきくだ
さい。

・株主総会所要時間の短縮を目指して運営いたします。
・新型コロナウイルス感染症の罹患等が疑われる方は、入場を制限する場合がござい

ます。

２．株主の皆様へのお願い
・新型コロナウイルス感染症が、未だ世界的に流行しております。この状況を鑑み、

できる限り株主総会へのご出席を見合わせていただき、特にご高齢の方・基礎疾患
のある方は、招集ご通知記載の方法にて書面にて議決権を行使ください。

・会場内での常時マスクご着用と、咳や発熱有無等の健康状態を十分ご確認のうえお
越しくださるようお願いいたします。

上記に関わらず、感染の状況等を考慮し、感染防止の措置を講じる場合があります。
また、大きな影響がある場合、当社ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご協
力賜りますようお願い申しあげます。
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添付書類

事 業 報 告
2021年４月１日から2022年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果

当社の当連結会計年度の経営成績は、売上高8,115,099千円（同37.7％減）、

営業利益160,653千円（同39.9％減）、経常利益135,697千円（同41.6％減）、親

会社株主に帰属する当期純利益103,182千円（同135.7％増）であり、繰延税金

資産の計上により法人税等調整額87,707千円（前年同期は△1,050千円）発生い

たしました。また、減価償却費713,344千円、のれん償却額18,826千円、減損損

失239,732千円、店舗閉鎖損失95,915千円、有形固定資産及び無形固定資産の増

加額435,549千円であります。

なお、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」を適用して

おり、売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

2,096千円減少しております。

①食料品・生活雑貨小売事業

当社は、2021年10月１日に当社の連結子会社である株式会社音通エフ・リテ

ールと株式会社ニッパンの株式の全てを譲渡し、当セグメントから撤退いたし

ました。そのため、第２四半期連結累計期間について記載しております。

当セグメントでは、「ＦＬＥＴ'Ｓ」及び「百圓領事館」等の総合100円ショッ

プを運営しており、第２四半期連結累計期間における新規出店店舗は、次の４

店舗であります。

オープン 店舗名称 所在地

2021年４月８日 ＦＬＥＴ’Ｓ アプロ高安店 大阪府八尾市

2021年４月９日 ＦＬＥＴ’Ｓ スーパーバリューサングリン店 福岡市西区

2021年８月６日 ＦＬＥＴ’Ｓ 千葉美浜店 千葉市美浜区

2021年９月９日 ＦＬＥＴ’Ｓ アプロ園田店 兵庫県尼崎市

一方で、６店舗が閉店し、第２四半期連結会計期間末日現在、「ＦＬＥＴ'Ｓ」

「百圓領事館」等の100円ショップ直営店舗141店舗、同ＦＣ店舗５店舗の合計

146店舗を運営しておりました。

店舗運営におきましては感染拡大防止策を徹底して営業を継続しておりまし

たが、前年同四半期ほどの需要を取り込むことができず、当セグメントの業績

は、売上高4,279,249千円（前年同期比55.5％減）、セグメント損失（営業損失）

11,426千円（前年同期は304,607千円のセグメント利益）となりました。
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②カラオケ関係事業

当セグメントでは、業務用カラオケ機器及び周辺機器の賃貸並びに卸売事業

を行っております。顧客であるカラオケ関係事業者の多くは、相当期間にわた

り営業自粛又は営業時間の短縮を余儀なくされてまいりましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の波はあるものの、徐々に営業活動を再開し、多くの店舗が

再び正常営業に戻るなどして明るい見通しも出ております。

当セグメントの事業活動におきましても、長期にわたり従業員の一時帰休を

行うなど事業活動の縮小を強いられてまいりましたが、顧客店舗の営業活動が

再開するとともに事業活動も正常化し、顧客店舗の状況を把握するとともに、

営業再開に向けてのサポートに努めてまいりました。

このような状況により停滞していた受注が増加するなどした結果、当セグメ

ントの業績は、売上高1,772,546千円（前年同期比9.6％増）、セグメント利益

（営業利益）237,085千円（同56.9％増）となりました。

③スポーツ事業

当セグメントは、スポーツクラブ「ＪＯＹＦＩＴ」を２店舗、24時間型フィ

ットネス・ジム「ＪＯＹＦＩＴ２４」を18店舗、フィットネス・ジム「ＦＩＴ

３６５」を７店舗、ホットヨガスタジオ「ＬＡＶＡ」を１店舗、合計28店舗を

運営しており、引き続き徹底した感染拡大防止策を実施するとともに、利用者

に対しましても協力をお願いしております。なお、ＪＯＹＦＩＴ百舌鳥八幡を

24時間営業としたことに伴い、ＪＯＹＦＩＴ２４百舌鳥八幡に変更いたしまし

た。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて業績が低迷しておりま

したＪＯＹＦＩＴ２４大正区役所前を2021年10月31日に閉店、業績回復が遅れ

ている３店舗の固定資産の減損処理を実施するなど、一部店舗においては引き

続き厳しい運営が続いております。

会員数につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け

て大幅に減少しておりましたが、ペースは遅いながらも着実に回復傾向が続い

ております。

このような状況により当セグメントの業績は、売上高1,601,514千円（前年同

期比22.4％増）、セグメント利益（営業利益）59,554千円（前年同期は175,128

千円のセグメント損失）となりました。なお、特別損失として、減損損失

239,732千円、店舗閉鎖損失5,037千円を計上いたしました。

なお、「収益認識に関する会計基準」を適用したことにより、売上高及びセグ

メント利益がそれぞれ2,096千円減少しております。
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④ＩＰ事業

当セグメントは、店舗及び住宅の賃貸並びにコインパーキング「Ｔ.Ｏ.Ｐ.２

４ｈ」の運営をしており、併せて当社グループの不動産関連資産の管理を行っ

ております。

店舗及び住宅の賃貸事業におきましては、目立ったテナントの退去もなく、

賃貸物件の賃料収入が安定的に推移いたしました。

コインパーキング事業におきましては、当連結会計年度末日現在、大阪府、

兵庫県、京都府におきまして53ヵ所846車室のコインパーキングを運営してお

り、近隣の競合状況や利用実績などを分析してきめ細かな運営を行っておりま

す。新型コロナウイルス感染拡大の波の影響は軽微であり、堅調に推移いたし

ました。

このような状況により当セグメントの業績は、売上高461,789千円（前年同期

比4.2％減）、セグメント利益（営業利益）41,688千円（同120.6％増）となりま

した。なお、特別損失として、店舗閉鎖損失54,918千円を計上いたしました。

報告セグメント別売上高

区分（部門)
前連結会計年度 当連結会計年度 前年度比較増減(△)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

食料品・生活雑貨小売事業
百万円

9,619

％

73.8

百万円

4,279

％

52.7

百万円

△5,340

％

△55.5

カラオケ関係事業 1,617 12.4 1,772 21.8 154 9.6

スポーツ事業 1,308 10.0 1,601 19.7 293 22.4

ＩＰ事業 482 3.7 461 5.7 △20 △4.2

合計 13,027 100.0 8,115 100.0 △4,912 △37.7
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（2）設備投資等の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大による業績見通しの不透明感から設備投資を抑制した結果、435,549千

円となりました。その主要なものは、スポーツジムのトレーニングマシンやカ

ラオケ機器の更新等であります。

（3）資金調達の状況

当連結会計年度に経常的な資金調達でない増資又は社債発行その他の重要な

借入等はありません。

（4）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2021年10月１日に、保有する株式会社音通エフ・リテール及び株式

会社ニッパンの全株式を、株式会社ワッツに売却し、株式会社音通エフ・リテ

ール及び株式会社ニッパンは当社の子会社ではなくなりました。

（5）対処すべき課題

当社並びに当社グループが認識しております対処すべき課題の主なものは次

の通りであります。

①カラオケ関係事業

カラオケは、日本国内においては代表的な娯楽の一つとして幅広い世代に浸

透しており、産業としても成熟を迎えております。市場規模が今後急拡大する

ことは望めないなか、ディーラーが積極的に事業統合して市場シェアをアップ

することで、経営基盤を強固にすることが急務であります。特に、コロナ禍に

おいてディーラーの経営環境は厳しさを増しており、今後は事業統合のスピー

ドが増してくるものと思われます。今後も事業を成長させ続けるためには、こ

れまで以上に事業統合の成否が重要な課題となります。

一方で、顧客であるカラオケボックスや飲食店等のカラオケ関係施設の運営

事業者においても厳しい経営環境が続いております。政府の緊急事態宣言発令

下はもとより、社会的要請に応じる形で営業を自粛する事業者も多くあります。

また、営業を再開した事業者であっても、来店客数の伸び悩みに直面するなど、

厳しい経営環境が続いております。

今後は、今まで以上に顧客である事業者との情報交換を密に行い、連携して

対応するとともに、あわせて、与信管理体制の強化を図ることも重要であると

認識しております。
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②スポーツ事業

スポーツジム業界は、近年他業態からの新規参入もあり、24時間営業の小型

ジムが急増するなどして会員獲得競争が激化していましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の影響で環境は一変しております。初めての緊急事態宣

言が発令された際には、要請により施設の休業を実施したため、会員の退会や

休会が急増するなど、特に高齢者を中心にジム離れが進むこととなりました。

その後は、退会や休会が減少して落ち着きを取り戻しましたが、新規入会者数

は低調に推移しております。会員の皆様が、これまで以上に安心・安全に施設

を利用していただけるよう、感染防止対策を万全に行った上で施設の運営に取

り組むとともに、大幅に減少した会員数の回復に取り組むことが最重要課題で

あります。

③内部統制の推進

コーポレートガバナンスを経営上の最重要課題の一つとして位置づけており

ます。そのため、経営企画室を主幹部門とし、管理部門、事業部門及び子会社

が一丸となって取り組むとともに、顧問弁護士など外部専門家との意見交換を

通じて、より有効な内部統制システムの構築に取り組んでまいります。

また、取り組みにあたり、全ての役員・社員等が日々、誠実かつ適切な行動

を通して、社会全体から成長、発展を望まれる企業となるため、経営のあらゆ

る視点から、「企業の社会に対する責任」（CSR）を果たすための共通の価値観・

倫理観・普段の行動の拠り所となるものとして「行動規範」を定めております。

④機動的な資金調達力の向上

当社グループは、スポーツ事業においては新規出店を、また、カラオケ関係

事業においては通信カラオケ機器などの賃貸資産の導入を主な設備投資の対象

としております。また、Ｍ＆Ａにおける事業規模の拡大についても積極的に取

り組んでおります。

必要とする資金は、営業活動により発生するキャッシュ・フローを中心にし

つつ、銀行借り入れや割賦販売契約などにより調達しております。

しかしながら、今後、設備投資規模の拡大や大規模のＭ＆Ａ案件に取り組む

ことを可能にするためには、機動的な資金調達力を更に高めつつ最適な調達方

法を採用することが、重要な課題であると認識しております。

― 7 ―

2022年05月24日 13時12分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（6）財産及び損益の状況
(単位：百万円)

区 分 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期
2022年３月期

(当期)

売 上 高 15,784 14,883 13,027 8,115

経 常 利 益 200 65 232 135

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

12 △737 43 103

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

0円07銭 △3円77銭 0円22銭 0円51銭

総 資 産 額 10,459 10,669 10,809 5,983

純 資 産 額 3,369 2,582 2,689 2,869

（注）当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日）等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況に
ついては、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

（7）重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会社名
資本金
（千円）

議決権比率 主要な事業内容

株式会社音通エンタテイメント 50,000 100.0％ カラオケ機器の販売・賃貸

株式会社ファイコム 50,000 100.0％ スポーツクラブの経営

（注）当社は、2021年10月１日に、保有する株式会社音通エフ・リテール及び株式会
社ニッパンの全株式を譲渡したため、株式会社音通エフ・リテール及び株式会
社ニッパンは当社の子会社ではなくなりました。
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（8）主要な事業内容

事業部門 事業内容

カラオケ関係事業 ・カラオケ機器及び関連商品の販売及び賃貸

スポーツ事業
・スポーツクラブ「ＪＯＹＦＩＴ」(FC）の経営
・フィットネスジム「ＦＩＴ３６５」(FC）の経営
・ホットヨガスタジオ「ＬＡＶＡ」(FC）の経営

ＩＰ事業
・不動産、店舗設備の賃貸
・コインパーキング「Ｔ.Ｏ.Ｐ.24ｈ」の経営

（注）当社は、2021年10月１日に、保有する株式会社音通エフ・リテール及び株式会
社ニッパンの全株式を譲渡し、食料品・生活雑貨小売事業から撤退いたしまし
た。

（9）主要な営業所

① 当 社 本社 （大阪市北区）

② 子会社

株式会社音通エンタテイメント 本社（大阪市北区）

大阪営業所（大阪府守口市）

名古屋営業所（名古屋市北区）

横浜営業所（横浜市南区）

東京営業所（東京都台東区）

株式会社ファイコム 本社（大阪市北区）

事業本部（大阪府守口市）

（10）従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

121名 △82名

(注) 1.上記従業員数には、臨時従業員（パートタイマー）は含みません。
2.従業員が当期に82名減少している主な要因は、当社が保有していた株
式会社音通エフ・リテール及び株式会社ニッパンの全株式を譲渡した
ためです。

（11）主要な借入先

借入先 借入残高（百万円）

株式会社みずほ銀行 692

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 220

株式会社山陰合同銀行 137

株式会社商工組合中央金庫 100

（注）2022年３月末日現在の残高が１億円以上の金融機関を記載しております。
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（12）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

２．会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 355,000,000株

（2）発行済株式の総数 203,140,235株（自己株式数2,410株を除く。）

（3）株主数 13,780名

（4）大株主

株主名 持株数 持株比率

株 ％

株式会社デジユニット 50,443,500 24.8

株式会社第一興商 15,079,500 7.4

岡村邦彦 4,743,543 2.3

仲川進 4,743,543 2.3

ＪＰモルガン証券株式会社 4,528,100 2.2

小林護 3,337,500 1.6

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 3,268,400 1.6

音通取引先持株会 2,445,000 1.2

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCOUNTS M ILM FE 2,222,240 1.0

伊澤三男 1,629,850 0.8

（注）持株比率については、自己株式（2,410株）を控除して算出しております。

（5）事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付された株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は以下の通りです。

当社は、当社の取締役その他の役員に対して、株式保有を通じて株主との価値

共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制

限付株式報酬制度を導入しております。

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 3,926,000株 ７名

社外取締役 10,000株 １名

監査役 40,000株 ４名
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３．会社の新株予約権等に関する事項

当社役員が保有している新株予約権等の状況

2013年８月26日開催の取締役会決議による新株予約権

取締役 監査役

保有者数 ７人 ３人

新株予約権の数 1,192個（１個につき1,000株） 75個（１個につき1,000株）

目的である株式の
種類及び数

普通株式 1,192,000株 普通株式 75,000株

発行価額 無償

新株予約権の行使
価額

１個につき31,000円（１株当たり31円）

新株予約権の行使
期間

2016年９月３日から2022年９月２日まで

新株予約権の行使
条件

１.取締役会において割当を受けた者。
２.相続人による行使は認められない。
３.新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の

取締役、監査役、従業員又は嘱託社員であることを要する。
４.権利行使により取得した株式が大和証券株式会社の本人名

義の口座にて管理されること。
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４．会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 岡村邦彦 ㈱デジユニット代表取締役

代表取締役副社長 仲川 進
管理本部長
㈱デジユニット代表取締役

専務取締役 小林 護
㈱音通エンタテイメント事業本部取締役事業本部長
㈱デジユニット代表取締役

取締役 伊澤三男 ㈱ファイコム取締役部長

取締役 宮川 旭 ＩＰ事業部部長

取締役 中川 淳 経営企画室室長

取締役 北口英樹 ㈱音通エンタテイメント取締役部長

取締役 小椋榮和 あさひ合同税理士法人代表社員

常勤監査役 日比隆司

監査役 石丸哲朗

監査役 大関紘宇

監査役 濵田達夫

（注）1.取締役小椋榮和氏は社外取締役であります。
2.監査役石丸哲朗、大関紘宇、濵田達夫の各氏は社外監査役であります。
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（2）責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の責

任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号の定め

る額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。

（3）補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保

険）契約を保険会社との間で締結し、当該保険により、損害賠償請求がなされ

た場合に被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を支払限度額

300百万円の範囲内において塡補することとしております。当該保険契約の被保

険者は当社取締役、監査役並びに管理監督・指揮命令を行う従業員であり、全

ての被保険者について保険料を全額当社が負担しております。

（5）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

a.方針の決定の方法

当社取締役会において、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等考慮

して、決定しております。

ｂ.方針の概要

取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機

能するとともに、個々の取締役の役割及び職責等にふさわしい水準とするこ

とを基本方針とし、固定報酬で構成しております。固定報酬は、基本報酬、

非金銭報酬及び役員退職慰労金で構成しており、役位、職責、在任年数に応

じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準をも考慮して総合的に勘案し

て決定するものとしております。なお、非金銭報酬については、2021年５月

７日付取締役会において、譲渡制限付株式をもって導入することを決議して

おります。
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ｃ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容が当該方針に沿うものである

と取締役会が判断した理由。

基本方針に沿って役員就業規則に規定された報酬の範囲内で、社長会（社

長、副社長、専務の３役で構成）が個人別の報酬を検討し、その結果を取締

役会において検討いたしました。更に、取締役会においては、社外取締役に

意見等を求めた上で審議した結果、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬

の内容は当該方針に沿うものであると判断いたしました。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、1997年６月15日開催の第17期定時株主総会におい

て年額300,000千円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役

の員数は３名です。また、非金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第41期定

時株主総会において年額100,000千円（うち、社外取締役分は年額1,000千円）

以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（う

ち、社外取締役は１名）です。

監査役の金銭報酬の額は、1997年６月15日開催の第17期定時株主総会におい

て年額50,000千円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役

の員数は１名です。また、非金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第41期定

時株主総会において年額1,000千円以内と決議されており、当該定時株主総会終

結時点の監査役の員数は４名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

該当事項はありません。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象とな
る役員の
員数
（人）

基本報酬
業績連動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

退 職
慰 労 金

取締役
（うち社外
取締役）

210,875

(1,060)

162,300

(960)

-

(-)

39,702

(100)

8,873

(-)

８

(１)

監査役
（うち社外
監査役）

6,291

(3,182)

5,880

(2,880)

-

(-)

403

(302)

7

(-)

４

(３)

（注）1.業績連動報酬は支給しておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額でありま

す。
3.非金銭報酬等は、当事業年度に計上した株式報酬費用であります。
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⑤非金銭報酬に関する事項

取締役及び監査役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを

付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、

2021年６月25日開催の第41期定時株主総会の決議に基づき株式報酬制度を導入

しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株

式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株

式の交付とし、譲渡制限解除は役員退任時を原則とします。取締役については、

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬は年額100,000千円以内とし、

発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年2,500千株以内とします。監査

役については、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬は年額1,000千

円以内とし、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年25千株以内とし

ます。

（6）社外役員に関する事項

①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役小椋榮和氏はあさひ合同税理士法人の代表社員であります。なお、

当社と同社との間に取引関係はありません。
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②当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 小 椋 榮 和 当期開催の取締役会14回のうち14回に出席し、税
理士の立場・知見に基づき議案審議に必要な発言
を適宜に行っております。

監 査 役 石 丸 哲 朗 当期開催の取締役会14回のうち14回に出席し、ま
た、当期開催の監査役会14回のうち14回に出席
し、企業経営者としての豊富な経験、知見に基づ
き議案審議に必要な発言を適宜に行っておりま
す。なお、四半期報告書監査役監査を行っており
ます。

監 査 役 大 関 紘 宇 当期開催の取締役会14回のうち14回に出席し、ま
た、当期開催の監査役会14回のうち14回に出席
し、企業経営者としての豊富な経験、知見に基づ
き議案審議に必要な発言を適宜に行っておりま
す。なお、４月と10月には、本社及び営業所にお
いて業務監査、また、四半期報告書監査役監査を
行っております。

監 査 役 濵 田 達 夫 当期開催の取締役会14回のうち14回に出席し、ま
た、当期開催の監査役会14回のうち14回に出席
し、企業経営者としての豊富な経験、知見に基づ
き議案審議に必要な発言を適宜に行っておりま
す。なお、四半期報告書監査役監査を行っており
ます。

③社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役小椋榮和氏には、長年にわたるあさひ合同税理士法人の代表者と

して、並びに税理士として有する豊富や経験と高い見識・能力を発揮していた

だくことを期待しております。当事業年度における同氏は、各回の取締役会に

おける議案の審議並びに意思決定に際して、長年の経営者としての経験と税理

士としての高い見識に基づき、適切な指導・助言をしております。

④独立役員の開示について

当社は、取締役小椋榮和、監査役石丸哲朗、監査役大関紘宇、監査役濵田達

夫の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。
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５．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の額 25,700千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,700千円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、
実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこ
れらの額の合計額を記載しております。

2.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は以下の通りであ
ります。当監査役会は、会社法第399条第１項、同施行規則第126条第１
項第２号に基づき、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に
関する実務指針」を踏まえ、当社規程の「会計監査人の選定及び評価の
基準」並びに「会計監査人の監査報酬の評価基準」により、①会計監査
人の監査報酬等の評価基準を策定し、②会計監査人より受領した当事業
年度の監査計画等の見積りについて、その基準により監査報酬の相当性
の評価を行い、③また上場他社の監査報酬等の実態調査資料を参考とし
ました。当監査役会は、監査法人の独立性の確保、内部統制システムの
評価、監査の方法と実施状況、監査役会に対する適時適切な報告、監査
役会との連携について、太陽有限責任監査法人の前年度の監査実績の分
析・評価を踏まえて、当年度の同監査法人の監査計画における監査時
間、配員計画及び報酬額の見積りを確認し、つぶさに検討した結果、出
席監査役全員が当年度に係る会計監査人の監査報酬の見積りは相当であ
ると認めました。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当監査役会は、当社都合の他、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法

令・規則に違反又は抵触した場合、並びに公序良俗に反する行為があったと判

断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、

解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則並びに「会計監査人の

選定及び評価の基準」に則り会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案内

容とすることを決定し、取締役会へ通知します。
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６．会社の体制及び方針

（1）業務の適正を確保するための体制

2006年５月20日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針

について以下の通り決議しています。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、

企業行動規範を定め、それを全役職員に周知徹底させる。

また、コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部を設置し、

役職員に対して、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成、配布を

実施し、コンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を高める。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、情報の内容に応じて、保存及び

管理の責任部署を社内規程において定める。

責任部署は、重要な意思決定及び報告について、文書の作成、保存及び廃棄

に関する文書管理規程を策定する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上のリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長として取締役

会において行い、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者の体制

を整える。

リスク管理体制の構築及び運用を行うため、危機管理規程を定め、不測の事

態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等

の外部のアドバイスを受ける体制を組織し、迅速な対応をする体制を整える。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定時取締役会を月１回開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する取締役

会において業務執行に係わる重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執

行状況の監督を行う。また、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ

機動的な意思決定を行う。

職務執行に関する権限及び責任については、組織規程、業務分掌規程、職務

権限規程、その他の社内規程を整備、明文化し、適時適切に見直しを行う。

業績管理については、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向けて、

月次で予算管理、進捗管理を実施する。
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⑤当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行の

監視・監督・監査を実施する。

子会社の事業運営については、当社の担当取締役が監督し、グループ全体の

コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を実施する。その他子会社の

経営管理については、関係会社管理規程を整備し、取締役会がその任にあたる。

子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業に関する定期的な

報告と重要事項についての事前協議を実施する。

子会社は、それぞれに関するリスクの管理を実施し、当社の担当取締役及び

子会社の取締役は、定期的に管理の状況を取締役会に報告する。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要となる使用人

を配置するものとし、具体的な組織、人数、その他の事項について、監査役会

と十分な協議の上決定する。

⑦補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人として指名された使用人は、補助すべき期

間において、監査役の指揮命令のもとに行動し、取締役その他監査役以外の者

から指揮命令は受けない。

また、当該使用人の任命、異動については監査役の同意を必要とし、取締役

その他監査役以外の者からの独立性を確保する。

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類

及び関係書類を閲覧する。

取締役及び従業員は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社グ

ループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役

に報告する。

また、取締役は、監査役会と協議の上、定期的又は不定期に、担当する部門

のリスク管理体制について報告する。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努め、代

表取締役との定期的な意見交換会を開催し、内部監査部門との連携、意思疎通

を諮り、効果的な監査業務の遂行を図る。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

前項で掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的

な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備

がないかモニタリングを常時行っております。また、経営企画室が中心となり、

当社の各部門に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対す

る意識づけを行い、当社全体を統括、推進させています。

（3）社外取締役及び社外監査役のサポート体制

社外取締役及び社外監査役に対しては、選任に際して、各事業における業界

動向と当社のおかれた環境、事業概要、財務状況、経営戦略等について個別に

説明を行うとともに、その後も、同様の説明や現場視察の機会を随時設けてお

ります。

社外監査役は、毎月定例の監査役会におきまして、常勤監査役から監査業務

遂行に必要な情報についての報告を受けるとともに、社外監査役の要求があれ

ば、管理部員が必要な会社情報を提供しております。

また、社外監査役は、毎月定例の取締役会に出席し、取締役会資料を閲覧す

るとともに、取締役会出席者と情報交換、意見交換を行っております。

（4）関連当事者との取引を行う場合の基本的な考え方及びその整備状況

①基本的な考え方

当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関

する会計基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす

可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当

該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は、開示を行ってお

ります。

②整備状況

取締役との取引又は主要株主等との重要性の高い取引を行う場合は、取締役

会の決議事項もしくは報告事項とし、取締役会は当該取引が会社及び株主共同

の利益を害することのないよう、監視、監督しております。

そのため、取締役会の決議においては、関連当事者取引に関係する役員を客

数から除外しております。

なお、当社は毎年定期的に、当社及び子会社の役員全員から、特別利害関係

人に関する情報の提供を受けて管理しております。
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（5）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①基本的な考え方

当社グループは、行動規範において反社会的勢力を排除することが企業の社

会的責任であることを明確にし、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当

な要求に対しては断固として排除することを宣言しております。

②整備状況

管理部総務課を対応部署として、行動規範、ＣＳＲ基本規定、コンプライア

ンス規定、危機管理マニュアルを整備し、警察等の関係官庁や弁護士等の外部

専門機関と連携し、従業員に対して指導、助言を行うことにより、全社が一丸

となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

（6）株式会社の支配に関する基本方針

特に定めておりません。

（7）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして

位置づけており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な

方針としております。これらの剰余金の配当決定機関は、中間配当は取締役会、

期末配当は株主総会であり、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を

基準日として中間配当ができる。」旨を定款に定めております。

この基本的な配当方針のもと、利益配分につきましては業績動向や経営環境

を勘案し、長期にわたり安定的に、かつ業績に対応した配分を実施したいと考

えております。

なお、内部留保金は、強固な財務体質の確立と経営基盤の強化安定を図るべ

く充実に努めるとともに、その活用については長期的展望に立ち、業績の拡大

に取り組んでまいります。

また、収益力の高い企業となるために、将来を見据えた成長戦略への投資を

積極的に推し進めてまいります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

(単位:千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,200,505 流 動 負 債

支払手形及び買掛金

１年内返済予定の長期借入金

１年内償還予定の社債

未 払 金

１年内支払予定の長期割賦未払金

未 払 法 人 税 等

資 産 除 去 債 務

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

長 期 割 賦 未 払 金

退職給付に係る負債

役員退職慰労引当金

資 産 除 去 債 務

そ の 他

1,736,033

82,648

1,038,656

40,000

45,904

334,292

40,340

428

153,763

1,378,369

100,000

566,904

361,935

64,944

123,122

40,398

121,064

現 金 及 び 預 金 1,550,686

売 掛 金 394,353

商 品 及 び 製 品 30,173

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,690

前 払 費 用 171,210

預 け 金 219

そ の 他 52,723

貸 倒 引 当 金 △2,551

固 定 資 産 3,780,588

有 形 固 定 資 産 2,971,205

賃 貸 資 産 1,303,923

建 物 及 び 構 築 物 864,205

土 地 445,835

そ の 他 357,241

無 形 固 定 資 産 43,294

の れ ん 32,542

そ の 他 10,752

投 資 そ の 他 の 資 産 766,087 負 債 合 計 3,114,402

投 資 有 価 証 券 130,183 純 資 産 の 部

建 設 協 力 金 54,775 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

新 株 予 約 権

2,833,904

1,725,920

1,016,400

91,669

△87

35,484

差 入 保 証 金 315,298

繰 延 税 金 資 産 187,563

そ の 他 92,164

貸 倒 引 当 金 △13,897

繰 延 資 産 2,697

株 式 交 付 費 216

社 債 発 行 費 2,481 純 資 産 合 計 2,869,388

資 産 合 計 5,983,791 負債及び純資産合計 5,983,791
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連 結 損 益 計 算 書

( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

(単位:千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,115,099
売 上 原 価 4,948,321

売 上 総 利 益 3,166,778
販売費及び一般管理費 3,006,124

営 業 利 益 160,653
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2,331
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,318
受 取 保 険 金 2,716
受 取 奨 励 金 2,747
受 取 給 付 金 5,228
そ の 他 3,624 17,965

営 業 外 費 用
支 払 利 息 27,595
社 債 発 行 費 償 却 877
支 払 保 証 料 272
支 払 手 数 料 6,722
そ の 他 7,453 42,921

経 常 利 益 135,697
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 111
新 株 予 約 権 戻 入 益 1,181
資 産 除 去 債 務 戻 入 益 15,041
関 係 会 社 株 式 売 却 益 468,943 485,277

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 529
減 損 損 失 239,732
店 舗 閉 鎖 損 失 95,915
棚 卸 資 産 処 分 損 59
新型コロナウイルス関連損失 9,717 345,953

税金等調整前当期純利益 275,021
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 84,131
法 人 税 等 調 整 額 87,707 171,839

当 期 純 利 益 103,182
非支配株主に帰属する当期純利益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 103,182
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連結株主資本等変動計算書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

(単位:千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,724,419 1,014,900 93,913 △180,687 2,652,545

会計方針の変更による累積的影響額 △21,660 △21,660

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,724,419 1,014,900 72,252 △180,687 2,630,884

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,500 1,500 3,001

剰 余 金 の 配 当 △48,135 △48,135

親会社株主に帰属する当期純利益 103,182 103,182

自 己 株 式 の 処 分 △35,629 180,600 144,971

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) －

当 期 変 動 額 合 計 1,500 1,500 19,416 180,600 203,019

当 期 末 残 高 1,725,920 1,016,400 91,669 △87 2,833,904

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 37,347 2,689,892

会計方針の変更による累積的影響額 △21,660

会計方針の変更を反映した当期首残高 37,347 2,668,232

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） △681 2,320

剰 余 金 の 配 当 △48,135

親会社株主に帰属する当期純利益 103,182

自 己 株 式 の 処 分 144,971

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △1,181 △1,181

当 期 変 動 額 合 計 △1,862 201,156

当 期 末 残 高 35,484 2,869,388
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【連結注記表】

Ⅰ．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ２社

連結子会社名

株式会社音通エンタテイメント、株式会社ファイコム

なお、株式会社音通エフ・リテール及び株式会社ニッパンについては所有

株式の全てを売却したため連結子会社でなくなりました。

2．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数 １社

持分法を適用した関連会社の名称

株式会社ＰＪ

3．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

a.商品

先入先出法

b.貯蔵品

最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物 ３～47年

賃貸資産 ２～47年

その他 ２～12年
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②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末に

おける要支給額を計上しております。

（4）その他連結計算書類作成のための重要な事項

①繰延資産の処理方法

株式交付費

３年間にわたり均等償却をしております。

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

（自己都合退職金要支給額）の額に基づき計上しており、退職給付に係る負債

及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

③のれんの償却方法及び償却期間

のれんは５年間で均等償却しております。但し、金額が僅少なものについ

ては、発生時に一括償却しております。なお、株式会社音通エンタテイメン

トの有するのれんの一部は、10年間で均等償却しております。
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④収益及び費用の計上基準

ａ.食料品・生活雑貨小売事業

食料品・生活雑貨小売事業においては、主に店舗にて食料品や生活雑貨

の販売を行っております。当該商品の販売については顧客に商品を引き渡

した時点で収益を認識しております。

ｂ.カラオケ関係事業

カラオケ関係事業においては、主に業務用通信カラオケ機器の賃貸及び

販売を行っております。当該商品の賃貸については、顧客との契約に基づ

く利用期間に対応して収益を認識し、販売については顧客に商品を引き渡

した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。

ｃ.スポーツ事業

スポーツ事業においては、主に会員制スポーツジムの利用サービスを提

供しております。当該サービスにおける月額利用料は、顧客との契約に基

づく利用期間に対応して収益を認識し、セキュリティ管理・施設メンテナ

ンス料は、顧客との契約に基づき一定の期間にわたって収益を認識してお

ります。

ｄ.ＩＰ事業

ＩＰ事業においては、不動産の賃貸及びコインパーキングの運営を行っ

ております。これらの取引については契約に基づく利用期間にわたって収

益を認識しております。

Ⅲ．会計方針の変更

収益認識に関する会計基準の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当

連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し

た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

することとしております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認

識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計

年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連

結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適

用しております。

この結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は2,096千円減少し、利益剰余金の当期首残高は

21,660千円減少しております。

なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」に区分表示しておりま

す。
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Ⅳ.表示方法の変更

時価の算定に関する会計基準の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号

2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品に

関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の

注記を行うこととしました。

Ⅴ.会計上の見積りに関する注記

1.固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

スポーツ事業

有形固定資産及び無形固定資産 1,129,964千円

減損損失 239,732千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、スポーツクラブ及びホットヨガスタジオの運営の事業形態

を基礎とした「スポーツ事業」を営んでいます。

この事業については、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、店

舗ごとに資産のグルーピングを行っており、店舗損益の悪化等により減損の兆

候の有無を把握し、兆候が識別された店舗に関して、当該資産グループから得

られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使

用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該

減少額を減損損失として計上しています。

当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の

利益計画を基礎としております。そこでの主要な仮定は、会員数、固定費及び

新型コロナウイルス感染症の収束時期であり、実際に発生する将来キャッシ

ュ・フローの金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に

おいて重要な影響を与える可能性があります。

2.繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 187,563千円
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（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得、

タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得及び将来加算一

時差異に基づき判断しています。

課税所得は、将来の利益計画を基礎として見積っていますが、当該見積りは

将来の不確実な経済条件の変動等による影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連

結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。

Ⅵ．追加情報

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取

扱い

当社及び全ての国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグ

ループ通算制度へ移行することとなります。但し、「所得税法等の一部を改正する

法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及び

グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ

いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に

関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２

月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における

法人税及び地方税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グ

ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報

告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

Ⅶ．連結貸借対照表に関する注記

1．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産

賃貸資産 2,851,619千円

建物及び構築物 700,420千円

その他 816,003千円

2．担保に供している資産及びこれに対応する債務の金額

（1）担保に供している資産

現金及び預金 210,000千円

（2）担保に係る債務の金額

長期借入金 944,694千円

（注）長期借入金には、１年内返済予定額を含んでおります。
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Ⅷ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数

に関する事項

当 連 結 会 計
年度期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当 連 結 会 計
年度末株式数(株)

発行済株式

普通株式 202,997,645 145,000 － 203,142,645

自己株式

普通株式 5,001,410 － 4,999,000 2,410

（注）変動事由の概要

発行済株式 ストック・オプションの権利行使による増加 145,000株

自己株式 株式報酬のための自己株式の処分による減少 4,999,000株

2．配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年6月25日
定時株主総会 普通株式 23,759 0.12 2021年3月31日 2021年6月28日

2021年11月11日
取締役会 普通株式 24,376 0.12 2021年9月30日 2021年12月6日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年6月24日
定時株主総会 普通株式 24,376 0.12 2022年3月31日 2022年6月27日

3．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

2013年６月21日
定時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 3,352,000株
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Ⅸ．金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、主にスポーツジム施設の運営、業務用通信カラオケ機器の

賃貸及び商業施設の賃貸などを行うための設備投資計画に照らして、必要な資

金（主に銀行借入、社債発行及び割賦）を調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借

入により調達しております。

なお、デリバティブは利用しておりません。

（2）金融商品の内容及びリスク

①資産

現金及び預金のうち、預金は全て円建てであり、ほとんどが要求払預金で

あります。

売掛金は、全て１年内の期日であります。

建設協力金は、主に賃貸用商業施設において、土地の所有者に係る不動産

賃貸契約に係るものであり、約定に定めるものの回収期日は決算日後最長８

年であり、差入先の信用リスクに晒されております。

②負債

支払手形及び買掛金は全て１年内の期日であります。

社債、長期借入金及び割賦は運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目

的としたものであり、償還日は社債が決算日後最長４年、長期借入金が決算

日後最長５年、割賦未払金が決算日後最長３年であります。

なお、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

建設協力金及び差入保証金について、当社グループ各社は各担当部門が取

引先の状況をモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するととも

に、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リス

クに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表わされております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

市場性のない投資有価証券については、発行体ごとに財務状況の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

借入金については、当社財務部門が、金利の変動に係る支払金利の変動リ

スクを継続的に把握し、その抑制に努めております。
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③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

当社は、当社グループ各社からの情報に基づき財務部門が適時に資金繰計

画を作成・更新するとともに、手許流動性を適正に維持することにより、流

動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。時価の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。

（5）信用リスクの集中

該当事項はありません。

2．金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次の通りであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金は注

記を省略しており、預金、売掛金並びに支払手形及び買掛金は短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 建設協力金 54,775 59,080 4,305

資産計 54,775 59,080 4,305

(1) 社債 140,000 139,508 △491

(2) 長期借入金 1,605,560 1,605,560 －

(3) 長期割賦未払金 696,228 691,883 △4,344

負債計 2,441,788 2,436,952 △4,835

（注）1.市場価格のない株式等
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 130,183
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（注）2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,550,686 － － －

売掛金 394,353 － － －

建設協力金 11,664 35,331 7,779 －

合計 1,956,704 35,331 7,779 －

（注）3.社債、長期借入金その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年内
１年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内

５年超

社債 40,000 40,000 40,000 20,000 － －

長期借入金 1,038,656 134,613 340,690 66,584 25,017 －

長期割賦未払金 334,292 256,520 105,414 － － －

合計 1,412,948 431,133 486,104 86,584 25,017 －

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

― 33 ―

2022年05月24日 13時12分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

建設協力金 － 59,080 － 59,080

資産計 － 59,080 － 59,080

社債 － 139,508 － 139,508

長期借入金 － 1,605,560 － 1,605,560

長期割賦未払金 － 691,883 － 691,883

負債計 － 2,436,952 － 2,436,952

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

建設協力金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債権の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

分類しております。

社債、長期借入金、長期割賦未払金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

分類しております。
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Ⅹ．賃貸等不動産に関する注記

1．賃貸等不動産の概要

当社グループは、大阪府及びその他の地域において、賃貸商業施設や賃貸住宅

を所有（それぞれ土地を含む）しております。

2．賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並び

に決算日における時価及び当該時価の算定方法
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 (千円) 連結決算日に
おける時価当期首残高 当期増減額 当期末残高

賃貸商業施設 382,879 169,746 552,626 640,536

賃貸住宅 179,439 △3,882 175,556 151,162

合計 562,319 165,863 728,183 791,698

(注) 1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ
ります。

2.主な変動
賃貸商業施設が増加した主な要因は、株式会社音通エフ・リテールの株式
譲渡に伴う固定資産の整理によるものであります。

3.時価の算定方法
重要性が乏しいため、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考
えられる指標に基づく価額等によっております。

3．賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、345千円（賃貸収益は売上に、賃貸費用

は売上原価に計上）であります。
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Ⅺ．収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント

食料品・生活雑貨

小 売 事 業
カラオケ関係事業 スポーツ事業 ＩＰ事業 計

顧客との契約から生じる収益 4,279,249 1,772,546 1,601,514 239,228 7,892,539

その他の収益 － － － 222,560 222,560

外部顧客への売上高 4,279,249 1,772,546 1,601,514 461,789 8,115,099

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃
貸収入であります。

2．収益を理解するための基礎となる情報

「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載の通りであり

ます。

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当連結会計年度（期首）
（2021年４月１日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

契約負債 25,468 27,565

契約負債は、スポーツ事業において履行義務の充足の時期に収益を認識するス
ポーツジムのセキュリティ管理・施設メンテナンス料について、支払い条件に基
づき受け取った履行義務が未到来分の前受金に関するものであります。契約負債
は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれてい

た額は、25,468千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が
2,096千円増加した理由は、スポーツジムのセキュリティ管理・施設メンテナン
ス料として前受金が増加したことによります。

過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、
取引価格の変動）の額に重要性はありません。
なお、当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契

約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略
しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。

Ⅻ．１株当たり情報に関する注記

１株当たりの純資産額 13円95銭

１株当たりの当期純利益 0円51銭
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

(単位:千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,292,179 流 動 負 債
買 掛 金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
関 係 会 社 預 り 金
前 受 収 益
資 産 除 去 債 務
そ の 他

1,251,260
41,505
40,000

1,038,656
14,355
59,394

123
18,527
8,540
1,537

16,428
428

11,762

現 金 及 び 預 金 1,221,164
売 掛 金 10,269
貯 蔵 品 240
前 払 費 用 106,431
短 期 貸 付 金 283
関係会社短期貸付金 1,637,308
立 替 金 196,720
未 収 入 金 77,470
仮 払 金 4,983
そ の 他 37,305

固 定 資 産 1,930,024
有 形 固 定 資 産 1,088,676
賃 貸 資 産 574,080 固 定 負 債 991,940
建 物 19,229 社 債

長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
長 期 預 り 保 証 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

100,000
566,904
25,042
60,170
64,944
123,122
40,398
11,358

構 築 物 227
車 両 運 搬 具 53,451
工具、器具及び備品 1,979
土 地 439,707

無 形 固 定 資 産 6,478
ソ フ ト ウ エ ア 1,492
電 話 加 入 権 4,030
水 道 施 設 利 用 権 955 負 債 合 計 2,243,201

投資その他の資産 834,869 純 資 産 の 部

投 資 有 価 証 券 100,000 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

新 株 予 約 権

2,946,215

1,725,920

1,176,956

1,176,956

43,425

18,000

25,425

25,425

△87

35,484

関 係 会 社 株 式 536,741
建 設 協 力 金 54,775
出 資 金 11
関係会社長期貸付金 115,699
長 期 前 払 費 用 31,504
繰 延 税 金 資 産 122,293
差 入 保 証 金 176,710
貸 倒 引 当 金 △302,865

繰 延 資 産 2,697
株 式 交 付 費 216
社 債 発 行 費 2,481 純 資 産 合 計 2,981,700

資 産 合 計 5,224,901 負債及び純資産合計 5,224,901
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損 益 計 算 書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

(単位:千円)

科 目 金 額

売 上 高 599,564

売 上 原 価 515,679

売 上 総 利 益 83,884

販売費及び一般管理費 224,970

営 業 損 失 141,085

営 業 外 収 益

受 取 利 息 32,226

受 取 配 当 金 280,704

受 取 保 険 金 569

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 206,413

そ の 他 820 520,734

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,862

社 債 利 息 745

社 債 発 行 費 償 却 877

支 払 保 証 料 272

支 払 手 数 料 6,722

そ の 他 3,824 32,304

経 常 利 益 347,344

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,181

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 15,041 16,222

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 347

店 舗 閉 鎖 損 失 54,918

事 業 譲 渡 損 45,053

関 係 会 社 株 式 評 価 損 3,800

新型コロナウイルス関連損失 54 104,173

税 引 前 当 期 純 利 益 259,393

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,249

法 人 税 等 調 整 額 152,849 161,098

当 期 純 利 益 98,294
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株主資本等変動計算書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

(単位:千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本

合 計資本準備金
資本剰余金

合 計
利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,724,419 1,175,456 1,175,456 18,000 26,291 44,291 △180,687 2,763,479

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△15,394 △15,394 △15,394

会計方針の変更を反
映した当期首残高

1,724,419 1,175,456 1,175,456 18,000 10,896 28,896 △180,687 2,748,084

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

1,500 1,500 1,500 － 3,001

剰余金の配当 － △48,135 △48,135 △48,135

当 期 純 利 益 － 98,294 98,294 98,294

自己株式の処分 － △35,629 △35,629 180,600 144,971

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

－ － －

当期変動額合計 1,500 1,500 1,500 － 14,528 14,528 180,600 198,131

当 期 末 残 高 1,725,920 1,176,956 1,176,956 18,000 25,425 43,425 △87 2,946,215

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 37,347 2,800,826

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△15,394

会計方針の変更を反
映した当期首残高

37,347 2,785,432

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

△681 2,320

剰余金の配当 △48,135

当 期 純 利 益 98,294

自己株式の処分 144,971

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△1,181 △1,181

当期変動額合計 △1,862 196,268

当 期 末 残 高 35,484 2,981,700
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【個別注記表】

Ⅰ．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法

2．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(収益性低下による簿価切下げの方法)

3．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物、構築物 ３～47年

賃貸資産 ２～47年

その他 ２～６年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。
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4．繰延資産の処理方法

（1）株式交付費

３年間にわたり均等償却しております。

（2）社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

5．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（自己都合

退職金要支給額）の額に基づき計上しております。

（3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支払いに備えるため、内規に基づく当期末における要支

給額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

不動産の賃貸及びコインパーキングの運営を行っております。これらの取引に

ついては契約に基づく利用期間にわたって収益を認識しております。

Ⅲ．会計方針の変更

収益認識に関する会計基準の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当

事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識する

こととしております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会

計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期

首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。

この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の利益剰余金の当期首残高は

15,394千円減少しております。

― 41 ―

2022年05月24日 13時12分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



Ⅳ．追加情報

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取

扱い

当社及び全ての国内連結子会社は、翌事業年度から、連結納税制度からグルー

プ通算制度へ移行することとなります。但し、「所得税法等の一部を改正する法

律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ

ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関

する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月

16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人

税及び地方税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第

42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

Ⅴ．会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

繰延税金資産 122,293千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得、

タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得及び将来加算一

時差異に基づき判断しています。

課税所得は、将来の利益計画を基礎として見積っていますが、当該見積りは

将来の不確実な経済条件の変動等による影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書

類において重要な影響を与える可能性があります。
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Ⅵ．貸借対照表に関する注記

1．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産

賃貸資産 386,848千円

建物 109,847千円

構築物 597千円

車両運搬具 62,551千円

工具、器具及び備品 15,597千円

2．担保に供している資産及びこれに対応する債務の金額

（1）担保に供している資産

現金及び預金 210,000千円

（2）担保に係る債務の金額

長期借入金 944,694千円

（注）長期借入金には、１年内返済予定額を含んでいます。

3．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 267,772千円

関係会社に対する短期金銭債務 27,449千円

（注）貸借対照表に区分表示したものは除いております。

Ⅶ．損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

営業取引（収入分） 438,250千円

営業取引（支出分） 8,617千円

営業取引以外の取引 337,865千円
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Ⅷ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関

する事項

当事業年度期首

株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度

増加株式数(株)

当 事 業 年 度

減少株式数(株)

当事業年度末

株 式 数 ( 株 )

発行済株式

普通株式 202,997,645 145,000 － 203,142,645

自己株式

普通株式 5,001,410 － 4,999,000 2,410

（注）変動事由の概要

発行済株式 ストック・オプションの権利行使による増加 145,000株

自己株式 株式報酬のための自己株式の処分による減少 4,999,000株

Ⅸ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 19,859千円

資産除去債務 12,484千円

役員退職慰労引当金 27,396千円

未払事業税 4,084千円

関係会社株式評価損 57,381千円

関係会社貸倒引当金 92,616千円

繰越欠損金 11,778千円

その他 15,662千円

評価性引当額 △108,462千円

繰延税金資産合計 132,800千円

繰延税金負債

資産除去債務 △4,676千円

役員退職給付立替金 △5,831千円

繰延税金負債合計 △10,507千円

繰延税金資産純額 122,293千円
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Ⅹ．関連当事者との取引

子会社及び関連会社等

属性
名称又は
氏名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権の所有
(被所有)割合

(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子

会

社

株式会社音通
エンタテイメント

大阪市
北区

50,000
カラオケ機器
の賃貸・販売

（所有）
直接100.0％

役務提供・
融資・役員
の 兼 任

経費等の立替 1,070,580 立 替 金 159,947

事務委託料の受取 225,600 － －

配当金の受取 280,704 － －

資金の回収
（注2）

271,601
関 係 会 社
短期貸付金

323,692

被保証債務
（注1,3）

912,678 － －

株式会社音通
エフ・リテール

大阪市
北区

50,000
食料品・生活
雑貨の小売

（所有）
直接100.0％

役務提供・
融資・役員
の 兼 任

経費の立替 1,205,009 立 替 金 －

事務委託料の受取 56,400 － －

資金の回収
（注2）

264,900
関 係 会 社
短期貸付金

－

株 式 会 社
ファイコム
（注 4）

大阪市
北区

50,000
ス ポ ー ツ
事 業

（所有）
直接100.0％

役務提供・
融資・役員
の 兼 任

資産の貸付 97,703 売 掛 金 8,605

経費等の立替 383,667 立 替 金 35,791

事務委託料の受取 18,000 － －

資金の回収
（注2）

202,333

関 係 会 社
短期貸付金

1,313,616

関 係 会 社
長期貸付金
（注4）

115,699

被債務保証
（注1,3）

912,678 － －

株 式 会 社
ニ ッ パ ン

大阪市
北区

20,000
食料品・生活
雑貨の小売

（所有）
直接100.0％

役務提供・
融資・役員
の 兼 任

資金の回収
（注 2）

98,154
関 係 会 社
短期貸付金

－

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

1.当社の借入金について、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払及
び担保の提供は、行っておりません。

2.貸付金については、金銭消費貸借契約に基づいて市場金利に一定の利率を上乗せして決
定しております。

3.連帯保証を受けております。
4.株式会社ファイコムの貸付金に対し、302,865千円の貸倒引当金を計上しており、当事
業年度において152,011千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 14円50銭

１株当たり当期純利益 0円49銭

Ⅻ．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に
記載の通りであります。
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連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年５月19日
株式会社音通
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 坂本 潤 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山内 紀彰 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社音通の2021年４月１日から2022
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社音通及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年５月19日
株式会社音通

取締役会 御中
太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 坂本 潤 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山内 紀彰 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社音通の2021年４月１日か

ら2022年３月31日までの第42期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上

― 49 ―

2022年05月24日 13時12分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



監査役会の監査報告書 謄本

監査報 告 書

当監査役会は、2021年４月1日から2022年３月31日までの第42期事業年度にお
ける取締役の職務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果について
以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する

取締役会決議の内容、当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）及びその運用状況について取締役及び主要な使用人等から定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針等に従い、重要な会議への出
席、取締役等及び会計監査人からのその職務の執行に関する事項の報告を
聴き、重要な決裁書頚等を閲覧するなどの方法により、業務及び財産の状
況を調査しました。

（3）事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及
びロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏ま
え、その内容について検討を加えました。また、子会社については必要に
応じ、事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しました。

（4）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況や「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそれらの附属
明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関しては、子会社に関する職務を含め、不正の行為
又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載及び取締役の職務の
執行についても指摘すべき事項は認められません。
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（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

2022年５月23日

株式会社音通 監査役会

常勤監査役 日比 隆司 ㊞

社外監査役 石丸 哲朗 ㊞

社外監査役 大関 紘宇 ㊞

社外監査役 濵田 達夫 ㊞

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いた

しまして、次のとおりとしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 １２銭

総額 ２４，３７６千円

（３）剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年６月27日

第２号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定が、2022年９月１日に施行されますので、株主総会

資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの

であります。

（１）変更案第１５条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報につ

いて、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

（２）変更案第１５条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に

記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行

定款第１５条）は不要になるため、これを削除するものであります。

（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもので

あります。
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2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第１５条 当会社は、株主総会の招集に
際し、株主総会参考書類、事業報告、計
算書類および連結計算書類に記載または
表示をすべき事項に係る情報を、法務省
令に定めるところに従いインターネット
を利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

〈削除〉

(新設)

(新設)

（電子提供措置等）
第１５条 当会社は、株主総会の招集に
際し、株主総会参考書類等の内容である
情報について、電子提供措置をとるもの
とする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部また
は一部について、議決権の基準日までに
書面交付請求した株主に対して交付する
書面に記載しないことができる。

（附則）
１．現行定款第１５条（株主総会参考書
類等のインターネット開示とみなし提
供）の削除および変更案第１５条（電子
提供措置等）の新設は、会社法の一部を
改正する法律（令和元年法律第70号）附
則第１条ただし書きに規定する改正規定
の施行の日2022年９月１日（以下「施行
日」という）から効力を生ずるものとす
る。
２．前項の規定にかかわらず、施行日か
ら６ヶ月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、現行定款第１５条
（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）はなお効力を有す
る。
３．本附則は、施行日から６ヶ月を経
過した日または前項の株主総会の日から
３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。
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第３号議案 監査役２名選任の件

監査役日比隆司氏は、本総会終結の時をもって退任されます。また、監査役石
丸哲朗氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選
任をお願いするものであります。尚、新任候補者は日比隆司氏の補欠として選任
されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任した監査役
の任期の満了する時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

1
石
いしまる

丸 哲朗
てつろう

(1952年９月11日生)

1996年６月 株式会社ナガオカスポーツ退社

0株

1998年10月 有限会社アップル設立

代表取締役社長

2003年６月 当社監査役

現在に至る

2
吉
よ し だ

田 義和
よしかず

(1961年12月22日生)

1989年７月 当社入社

50,000株

2011年６月
株式会社音通エフ・リテール 商

品部課長

2014年９月
株式会社音通エフ・リテール 店

舗運営部 課長

2021年10月
株式会社音通 管理部総務課 課

長

現在に至る

(注) 1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.吉田義和氏は、新任の監査役候補者であります。
3.石丸哲朗氏は、社外監査役候補者であります。
尚、当社は石丸哲朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社外役員として指定し、同取引
所に届け出ております。

4.石丸哲朗氏を社外監査役候補者とした理由
各分野における高い見識及び企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社
外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

5.石丸哲朗氏は現在当社の社外監査役であり、就任してからの年数は、本総会終結の時をもっ
て19年であります。

6.石丸哲朗氏と当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第１項に定める額であります。同氏が監
査役に選任された場合、当該契約を継続する予定であります。

7.当社は、当社および子会社の取締役、監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規
定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役、
監査役がその職務の執行に関し、責任を負うまたは当該責任の追及に係る請求を受けること
によって生ずることのある損害が填補されます。
尚、吉田義和氏が監査役、石丸哲朗氏が社外監査役に就任した場合は、それぞれ当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予
定しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社

外監査役として１名の選任をお願いするものであります。

尚、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締

役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

決議の効力は次回定時株主総会開始の時までとします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

玉
た ま き

置 求己
も と み

(1972年８月17日生)

1998年10月 センチュリー監査法人（現 EY新

日本有限責任監査法人）大阪事

務所入所

0株

2002年３月 公認会計士登録

2004年８月 新日本監査法人（現 EY新日本有

限責任監査法人）退職

ジャパン・マネジメント・コン

サルティング株式会社設立

2011年４月 税理士登録

現在に至る

(重要な兼職の状況)
ジャパン・マネジメント・コンサルティング
株式会社 取締役
玉置勝己税理士事務所 所属税理士

(注) 1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.玉置求己氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3.玉置求己氏を補欠社外監査役候補者にした理由

同氏は、公認会計士・税理士として、豊富な知識と様々な分野における高い見識を有して
おられ、その知識等を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者と
して職務を適切に遂行できると判断いたしました。

4.玉置求己氏が社外監査役に就任した場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、
会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定
契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規
定する額といたします。

5.玉置求己氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外
監査役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であり
ます。

6.当社は、当社および子会社の取締役、監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規
定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役、
監査役がその職務の執行に関し、責任を負うまたは当該責任の追及に係る請求を受けること
によって生ずることのある損害が填補されます。
なお、玉置求己氏が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役日比隆司氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、在任中の功

労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金

を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査役

の協議にご一任願いたいと存じます。

日比隆司氏の略歴は、以下のとおりであります。

氏 名 略歴

日比 隆司

2018年６月 当社監査役

現在に至る

以 上
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●河合塾 KALS
新大阪校
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株主総会会場ご案内図

会場：大阪市東淀川区東中島１丁目18番27号

新大阪丸ビル新館 6階 602会議室

(交通機関)

ＪＲ新大阪駅東出口より 徒歩５分

地下鉄御堂筋線側からお越しの場合は、一度ＪＲ側上階に上がり東

口にお越し下さい。

＊会場には駐車スペースがございませんので、お車でのご来場はご

遠慮下さい。
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